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報告第１８号

専決処分の報告について

令和７年１０月１４日，公の営造物の管理の瑕疵に係る和解及び損害賠

償の額を定めることについて，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分したので，同条第２項の

規定により報告する。

１ 損害賠償の相手方

大崎市内の個人

２ 事故の概要

令和７年４月２７日午前１１時３０分頃，大崎市鹿島台大迫字鹿野屋

敷地内の市道小迫線を走行中，右前輪が舗装の破損箇所に入り，タイヤ

及びホイールを損傷したもの。

３ 和解の要旨

事故の主たる原因は，舗装の破損箇所に関し，通行車両への注意喚起

等の必要な措置を講じていなかった市の管理不備と，相手方の前方不注

意によるものであり，市の過失割合は６０パーセントとする。

４ 損害賠償の額

１７１，７３２円

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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報告第１９号

専決処分の報告について

令和７年１０月１５日，公の営造物の管理の瑕疵に係る和解及び損害賠

償の額を定めることについて，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分したので，同条第２項の

規定により報告する。

１ 損害賠償の相手方

大崎市内の個人

２ 事故の概要

令和７年２月１日午後６時頃，大崎市古川稲葉四丁目地内の生活道路

を走行中，左前輪が道路に生じた穴に入り，車両下部及びバンパーを損

傷したもの。

３ 和解の要旨

事故の主たる原因は，道路の異変を見逃していた市の管理不備と，相

手方の前方不注意によるものであり，市の過失割合は３０パーセントと

する。

４ 損害賠償の額

４３，４０２円

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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報告第２０号

専決処分の報告について

令和７年１０月１６日，公の営造物の管理の瑕疵に係る和解及び損害賠

償の額を定めることについて，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分したので，同条第２項の

規定により報告する。

１ 損害賠償の相手方

大崎市内の個人

２ 事故の概要

令和７年８月２５日午前８時４５分頃，大崎市古川字本鹿島地内の生

活道路を走行中，左前輪が側溝から外れたグレーチングに接触し，タイ

ヤ及びホイールを損傷したもの。

３ 和解の要旨

事故の主たる原因は，道路構造物の異変を見逃していた市の管理不備

と，相手方の前方不注意によるものであり，市の過失割合は５０パーセ

ントとする。

４ 損害賠償の額

１５，５６８円

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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報告第２１号

専決処分の報告について

令和７年１０月２２日，公の営造物の管理の瑕疵に係る和解及び損害賠

償の額を定めることについて，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により次のとおり専決処分したので，同条第２項の

規定により報告する。

１ 損害賠償の相手方

大崎市内の個人

２ 事故の概要

令和７年８月１５日午前１０時頃，大崎市古川北宮沢字久保田地内の

市道下前田古川線を走行中，橋と市道の間に生じた段差を通過した際に，

車両下部が舗装と接触し，損傷したもの。

３ 和解の要旨

事故の主たる原因は，段差を見逃していた市の管理不備と，相手方の

前方不注意によるものであり，市の過失割合は５０パーセントとする。

４ 損害賠償の額

２３，４２５円

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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報告第２２号

専決処分の報告について

令和７年１０月１６日，工事請負契約の変更契約の締結について，地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により次のと

おり専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

１ 契約の名称

令和６年度市道下伊場野山王線橋梁上部工工事

２ 議決された日

令和６年１２月１６日

３ 変更する金額

（１） 変更前の契約金額 １９６，７０６，４００円

（２） 変 更 契 約 金 額 ８９，１００円

（３） 変更後の契約金額 １９６，７９５，５００円

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１０４号

令和７年度大崎市一般会計補正予算（第７号）

令和７年度大崎市一般会計の補正予算（第７号）は，次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８３１，８８０千円を追

加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６６，４１２，９２３千

円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により

債務を負担する行為の追加は，「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地

方債の変更は，「第３表 地方債補正」による。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

14 使用料及 び手 数 料 480,453 1,025 481,478

1 使 用 料 411,080 1,025 412,105

15 国 庫 支 出 金 9,756,704 319,395 10,076,099

1 国 庫 負 担 金 7,667,427 322,455 7,989,882

2 国 庫 補 助 金 1,995,637 △3,060 1,992,577

16 県 支 出 金 4,388,295 153,375 4,541,670

1 県 負 担 金 2,527,315 141,311 2,668,626

2 県 補 助 金 1,601,653 12,064 1,613,717

17 財 産 収 入 124,813 23,094 147,907

2 財 産 売 払 収 入 35,910 23,094 59,004

18 寄 附 金 10,581 24,360 34,941

1 寄 附 金 10,581 24,360 34,941

19 繰 入 金 2,923,858 3,208 2,927,066

1 基 金 繰 入 金 2,897,619 3,208 2,900,827

20 繰 越 金 577,818 242,928 820,746

1 繰 越 金 577,818 242,928 820,746

21 諸 収 入 1,543,654 15,795 1,559,449

4 雑 入 879,109 15,795 894,904

22 市 債 5,024,600 48,700 5,073,300

1 市 債 5,024,600 48,700 5,073,300

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 40,750,267 40,750,267

歳        入        合        計 65,581,043 831,880 66,412,923
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歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 総 務 費 6,847,920 17,116 6,865,036

1 総 務 管 理 費 5,577,150 32,388 5,609,538

2 徴 税 費 726,054 △5,992 720,062

3 戸籍住民基本台帳費 244,861 △9,280 235,581

3 民 生 費 22,851,023 723,090 23,574,113

1 社 会 福 祉 費 9,401,091 245,466 9,646,557

2 児 童 福 祉 費 10,630,584 477,624 11,108,208

4 衛 生 費 7,083,822 △1,333 7,082,489

1 保 健 衛 生 費 4,980,818 2,500 4,983,318

2 清 掃 費 2,103,004 △3,833 2,099,171

6 農 林 水 産 業 費 1,891,653 16,810 1,908,463

1 農 業 費 1,753,348 16,810 1,770,158

7 商 工 費 1,706,473 0 1,706,473

1 商 工 費 1,706,473 0 1,706,473

8 土 木 費 6,528,806 50,150 6,578,956

4 都 市 計 画 費 3,096,541 50,150 3,146,691

9 消 防 費 2,440,631 341 2,440,972

1 消 防 費 2,440,631 341 2,440,972

10 教 育 費 6,226,072 25,706 6,251,778

1 教 育 総 務 費 1,538,162 21,513 1,559,675

2 小 学 校 費 528,154 0 528,154

3 中 学 校 費 455,385 866 456,251

5 社 会 教 育 費 1,666,586 2,261 1,668,847

6 保 健 体 育 費 2,034,820 1,066 2,035,886

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 10,004,643 10,004,643

歳        出        合        計 65,581,043 831,880 66,412,923
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追加 （単位：千円）

第 ２ 表　　債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　項 期　　　間 限度額

本会議会議録作成業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 2,458 

予算・決算特別委員会会議録作成業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 891 

ふるさと納税推進業務委託 自 令和７年度　至 令和９年度 1,298,474 

三本木地域農林産物展示販売施設及び三本
木亜炭記念館指定管理委託

自 令和７年度　至 令和１２年度 78,620 

農林業系汚染廃棄物処理業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 79,997 

市民活動サポートセンター運営業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 17,151 

感覚ミュージアム指定管理委託 自 令和７年度　至 令和１２年度 130,000 

生活困窮者自立相談支援業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 19,382 

障害者相談支援事業委託 自 令和７年度　至 令和８年度 33,829 

高齢者緊急通報システム事業委託 自 令和７年度　至 令和８年度 2,171 

高齢者等教養講座業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 9,900 

産後ケア業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 2,587 

子育て支援アプリ（パタモ）リース 自 令和７年度　至 令和８年度 660 

健康管理システム改修業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 1,320 

福祉相談支援システムリース 自 令和７年度　至 令和８年度 1,716 

子育て世帯訪問支援業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 848 

休日診療確保事業委託 自 令和７年度　至 令和８年度 47,498 

母子健康診査事業 自 令和７年度　至 令和８年度 79,583 

各種予防接種事業委託 自 令和７年度　至 令和８年度 247,253 

健康診査事業 自 令和７年度　至 令和８年度 245,131 

成人歯科健康診査業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 1,670 

妊婦歯科健康診査業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 948 

働く世代へのがん検診推進事業 自 令和７年度　至 令和８年度 2,568 
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（単位：千円）

事　　　項 期　　　間 限度額

鳴子放牧場指定管理委託 自 令和７年度　至 令和１０年度 31,839 

竹工芸館指定管理委託 自 令和７年度　至 令和１２年度 31,700 

日本こけし館指定管理委託 自 令和７年度　至 令和１０年度 3,653 

ナルコ・インフォメーション・ステーショ
ン等指定管理委託

自 令和７年度　至 令和１２年度 108,385 

スクールバス運行管理業務委託 自 令和７年度　至 令和１２年度 665,446 

小学校健康診査委託 自 令和７年度　至 令和８年度 8,517 

中学校健康診査委託 自 令和７年度　至 令和８年度 6,690 

吉野作造記念館指定管理委託 自 令和７年度　至 令和１２年度 204,750 

古川総合体育館，古川武道館及び古川屋内
運動場指定管理委託

自 令和７年度　至 令和１２年度 228,070 

市民プール指定管理委託 自 令和７年度　至 令和１２年度 385,900 

松山Ｂ＆Ｇ海洋センター等指定管理委託 自 令和７年度　至 令和１２年度 263,204 

三本木総合体育館，三本木野球場及び三本
木相撲場指定管理委託

自 令和７年度　至 令和１２年度 142,996 

岩出山体育センター，岩出山武道館及び岩
出山野球場指定管理委託

自 令和７年度　至 令和１２年度 143,952 

小学校学校給食有機汚泥処分業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 664 

中学校学校給食有機汚泥処分業務委託 自 令和７年度　至 令和８年度 310 
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変更 （単位：千円）

第 ３ 表　　地　方　債　補　正

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

市街地整備
事業

185,500 

証書
借入
又は
証券
発行

3.0％以内
（ただし，利
率見直し方式
で借入れる政
府資金及び地
方公共団体金
融機構資金に
ついて，利率
の 見 直 し を
行った後にお
いては，当該
見直し後の利
率）

起債年度から据
置期間を含め30
年以内に元利均
等償還又は元金
均等償還により
償還する。ただ
し，融通条件又
は財政の都合に
より償還年限を
短縮し，若しく
は低利債に借り
換えることがで
きる。

234,200 
補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

起債の目的
限度額

起債
の
方法

利率 償還の方法 限度額
起債
の
方法

利率
償還
の

方法

- 11 -



議案第１０５号

令和７年度大崎市夜間急患センター事業特別会計補正予算（第１

号）

令和７年度大崎市夜間急患センター事業特別会計の補正予算（第１号）

は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５０千円を追加し，歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４８，１１３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2 使用料及 び手 数 料 39,463 350 39,813

1 使 用 料 38,983 350 39,333

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 108,300 108,300

歳        入        合        計 147,763 350 148,113

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 夜間急患センター費 145,763 350 146,113

1 夜間急患センター費 145,763 350 146,113

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 2,000 2,000

歳        出        合        計 147,763 350 148,113
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議案第１０６号

令和７年度大崎市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

令和７年度大崎市国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は，次に

定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９８０千円を追加し，

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，６４２，４６１千円とす

る。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により

債務を負担する行為の追加は，「第２表 債務負担行為補正」による。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

3 国 庫 支 出 金 1 1,980 1,981

1 国 庫 補 助 金 1 1,980 1,981

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 13,640,480 13,640,480

歳        入        合        計 13,640,481 1,980 13,642,461

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 総 務 費 74,833 1,980 76,813

2 徴 税 費 30,054 1,980 32,034

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 13,565,648 13,565,648

歳        出        合        計 13,640,481 1,980 13,642,461
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追加 （単位：千円）

第 ２ 表　　債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　項 期　　　間 限度額

国民健康保険システム改修業務委託 自　令和７年度　至　令和８年度 7,920 

国民健康保険医療費分析・保健事業委託 自　令和７年度　至　令和８年度 7,792 

特定健康診査・特定保健指導事業 自　令和７年度　至　令和８年度 85,150 
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議案第１０７号

令和７年度大崎市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

令和７年度大崎市後期高齢者医療特別会計の補正予算（第２号）は，次

に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３６，０４６千円を追

加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，８３３，７７３千円

とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1
後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

1,272,274 136,046 1,408,320

1
後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料

1,272,274 136,046 1,408,320

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 425,453 425,453

歳        入        合        計 1,697,727 136,046 1,833,773

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

1,664,378 136,046 1,800,424

1
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

1,664,378 136,046 1,800,424

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 33,349 33,349

歳        出        合        計 1,697,727 136,046 1,833,773
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議案第１０８号

令和７年度大崎市介護保険特別会計補正予算（第２号）

令和７年度大崎市介護保険特別会計の補正予算（第２号）は，次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３２０千円を追加し，

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，９５３，１３９千円とす

る。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により

債務を負担する行為の追加は，「第２表 債務負担行為補正」による。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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     第 １ 表　    歳   入   歳   出   予   算   補   正

歳  入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

3 国 庫 支 出 金 3,383,482 1,100 3,384,582

2 国 庫 補 助 金 987,555 1,100 988,655

7 繰 入 金 2,002,904 220 2,003,124

1 他 会 計 繰 入 金 2,001,562 220 2,001,782

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 8,565,433 8,565,433

歳        入        合        計 13,951,819 1,320 13,953,139

歳  出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1 総 務 費 127,946 1,320 129,266

1 総 務 管 理 費 7,696 1,320 9,016

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 13,823,873 13,823,873

歳        出        合        計 13,951,819 1,320 13,953,139
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追加 （単位：千円）

第 ２ 表　　債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　項 期　　　間 限度額

高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業
務委託

自 令和７年度　至 令和８年度 9,240 

一般介護予防事業委託 自 令和７年度　至 令和８年度 19,762 

包括的支援事業委託 自 令和７年度　至 令和８年度 141,901 

安心見守り事業委託 自 令和７年度　至 令和８年度 3,756 

在宅医療・介護連携支援センター運営業務
委託

自 令和７年度　至 令和８年度 10,036 

生活支援体制整備事業委託 自 令和７年度　至 令和８年度 41,600 
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議案第１０９号

令和７年度大崎市水道事業会計補正予算（第１号）

第１条 令和７年度大崎市水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定

めるところによる。

第２条 令和７年度水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

支 出

第１款 水道事業費用 3,937,962千円 12,007千円 3,949,969千円

第１項 営業費用 3,772,799千円 12,007千円 3,784,806千円
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議案第１１０号

令和７年度大崎市病院事業会計補正予算（第２号）

第１条 令和７年度大崎市病院事業会計の補正予算（第２号）は，次に定

めるところによる。

第２条 令和７年度大崎市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第

２条第７号の表中「１，１６５，１１４千円」を「１，１７１，２１

９千円」に，「７５０，８０５千円」を「２７９，５９６千円」に改

める。

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

収 入

第１款 病院事業収益 27,768,558 千円 616,000 千円 28,384,558 千円

第１項 医業収益 24,792,543 千円 616,000 千円 25,408,543 千円

支 出

第１款 病院事業費用 28,714,854 千円 567,371 千円 29,282,225 千円

第１項 医業費用 28,356,498 千円 567,371 千円 28,923,869 千円

第４条 予算第４条中「８８６，２６６千円」を「８８３，８６２千円」

に改め，同条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正す

る。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

収 入

第１款 資本的収入 2,825,404 千円 △462,700 千円 2,362,704 千円

第１項 企業債 2,087,000 千円 △465,200 千円 1,621,800 千円
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第３項 他会計補助金 1,553 千円 2,500 千円 4,053 千円

支 出

第１款 資本的支出 3,711,670 千円 △465,104 千円 3,246,566 千円

第１項 建設改良費 2,276,795 千円 △465,104 千円 1,811,691 千円

第５条 予算第６条の表中「１，１６５，１００」を「１，１７１，２０

０」に，「７５０，８００」を「２７９，５００」に改める。

第６条 予算第１０条中「６２４，９６６千円」を「６２７，４６６千円」

に改める。

第７条 予算第１１条中「９，３５８，０００千円」を「９，９７６，９

２１千円」に改める。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１１１号

大崎市学校教育施設整備基金条例

（設置）

第１条 大崎市の学校教育施設の整備に必要な資金を積み立てるため，地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定に基づき，

大崎市学校教育施設整備基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立）

第２条 基金として積み立てる額は，予算で定める額の範囲内の額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法により保管しなければならない。

２ 基金に属する現金は，必要に応じ，最も確実かつ有利な有価証券に代

えることができる。

（運用収益の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は，一般会計歳入歳出予算に計上して，

この基金に繰り入れるものとする。

（処分）

第５条 市長は，第１条に規定する目的を達成するために必要な事業を行

う財源に充てる場合に限り，基金を処分することができる。

（繰替運用）

第６条 市長は，財政上必要があると認めるときは，確実な繰戻しの方法，

期間及び利率を定めて，基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用

することができる。

（委任）
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第７条 この条例に定めるもののほか，基金の管理に関し必要な事項は，

市長が別に定める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１１２号

大崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例

目次

第１章 総則（第１条―第１９条）

第２章 乳児等通園支援事業

第１節 通則（第２０条）

第２節 一般型乳児等通園支援事業（第２１条―第２５条）

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業（第２６条・第２７条）

第３章 雑則（第２８条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第３４条の１６第１項の規定に基づき，乳児等通園支援事業の

設備及び運営に関する基準（以下「最低基準」という。）を定めるものと

する。

（定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該

各号に定めるところによる。

(１) 乳児等通園支援事業 法第６条の３第２３項に規定する乳児等通

園支援事業をいう。

(２) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う法第６条の３第

２３項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者

への面談及び当該保護者への援助をいう。

- 27 -



(３) 利用乳幼児 乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児を

いう。

（最低基準の目的）

第３条 最低基準は，利用乳幼児が明るく衛生的な環境において，素養があ

り，かつ，適切な訓練を受けた職員（乳児等通園支援事業所の管理者を含

む。以下同じ。）が乳児等通園支援を提供することにより，利用乳幼児が，

心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

（最低基準の向上）

第４条 市長は，利用乳幼児の保護者を含む児童の保護者その他児童福祉に

係る当事者の意見を聴き，乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通

園支援事業者」という。）に対し，最低基準を超えて，その設備及び運営

を向上させるように勧告することができる。

２ 市は，最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

（最低基準と乳児等通園支援事業者）

第５条 乳児等通園支援事業者は，最低基準を超えて，常に，その設備及び

運営を向上させなければならない。

２ 最低基準を超えて，設備を有し，又は運営をしている乳児等通園支援事

業者においては，最低基準を理由として，その設備又は運営を低下させて

はならない。

（乳児等通園支援事業者の一般原則）

第６条 乳児等通園支援事業者は，利用乳幼児の人権に十分配慮するととも

に，一人一人の人格を尊重して，その運営を行わなければならない。

２ 乳児等通園支援事業者は，地域社会との交流及び連携を図り，利用乳幼

児の保護者及び地域社会に対し，その行う乳児等通園支援事業の運営の内

容を適切に説明するよう努めなければならない。

３ 乳児等通園支援事業者は，自らその提供する乳児等通園支援の質の評価
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を行い，常にその改善を図らなければならない。

４ 乳児等通園支援事業者は，定期的に外部の者による評価を受けて，その

結果を公表し，常にその改善を図るよう努めなければならない。

５ 乳児等通園支援事業所には，法に定める事業の目的を達成するために必

要な設備を設けなければならない。

６ 乳児等通園支援事業所の構造設備は，採光，換気等利用乳幼児の保健衛

生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなけ

ればならない。

（乳児等通園支援事業者と非常災害）

第７条 乳児等通園支援事業者は，消火器等の消火用具，非常口その他非常

災害に必要な設備を設けるとともに，非常災害に対する具体的計画を立て，

これに対する不断の注意と訓練（次項の訓練を除く。）をするように努め

なければならない。

２ 乳児等通園支援事業者は，少なくとも毎月１回，避難及び消火に関する

訓練を行わなければならない。

（安全計画の策定等）

第８条 乳児等通園支援事業者は，利用乳幼児の安全の確保を図るため，乳

児等通園支援事業所ごとに，当該乳児等通園支援事業所の設備の安全点検，

職員，利用乳幼児等に対する事業所外での活動，取組等を含めた乳児等通

園支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導，職員

の研修及び訓練その他乳児等通園支援事業所における安全に関する事項

についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し，

当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 乳児等通園支援事業者は，職員に対し，安全計画について周知するとと

もに，前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 乳児等通園支援事業者は，利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との
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連携が図られるよう，保護者に対し，安全計画に基づく取組の内容等につ

いて周知しなければならない。

４ 乳児等通園支援事業者は，定期的に安全計画の見直しを行い，必要に応

じて安全計画の変更を行うものとする。

（自動車を運行する場合の所在の確認）

第９条 乳児等通園支援事業者は，利用乳幼児の事業所外での活動，取組等

のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するとき

は，利用乳幼児の乗車及び降車の際に，点呼その他の利用乳幼児の所在を

確実に把握することができる方法により，利用乳幼児の所在を確認しなけ

ればならない。

２ 乳児等通園支援事業者は，利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転

者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向

きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと

同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除

く。）を日常的に運行するときは，当該自動車にブザーその他の車内の利

用乳幼児の見落としを防止する装置を備え，これを用いて前項に定める所

在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。

（乳児等通園支援事業所の職員）

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は，健全な心身を有し，豊かな人間

性と倫理観を備え，児童福祉事業に熱意のある者であって，できる限り児

童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならな

い。

２ 乳児等通園支援事業所の職員は，常に自己研鑽に励み，法に定める事業
さん

の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得，維持及び向上に努め

なければならない。

３ 乳児等通園支援事業所の職員は，大崎市暴力団排除条例（平成２５年大
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崎市条例第４号）第５条第１項に規定する暴力団員及び関係者等であって

はならない。

４ 乳児等通園支援事業者は，職員に対し，その資質の向上のための研修の

機会を確保しなければならない。

（他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準）

第１１条 乳児等通園支援事業所は，他の社会福祉施設等を併せて設置する

ときは，その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り，必要に応じ当

該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社

会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

（利用乳幼児を平等に取り扱う原則）

第１２条 乳児等通園支援事業者は，利用乳幼児の国籍，信条，社会的身分

又は利用に要する費用を負担するか否かによって，差別的取扱いをしては

ならない。

（虐待等の禁止）

第１３条 乳児等通園支援事業所の職員は，利用乳幼児に対し，法第３３条

の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影

響を与える行為をしてはならない。

（衛生管理等）

第１４条 乳児等通園支援事業者は，利用乳幼児の使用する設備，食器等又

は飲用に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置

を講じなければならない。

２ 乳児等通園支援事業者は，乳児等通園支援事業所において感染症又は食

中毒が発生し，又はまん延しないように，職員に対し，感染症及び食中毒

の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

３ 乳児等通園支援事業所には，必要な医薬品その他の医療品を備えるとと
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もに，それらの管理を適正に行わなければならない。

（食事）

第１５条 乳児等通園支援事業者は，食事の提供を行う場合（乳児等通園支

援事業所外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。）においては，

当該乳児等通園支援事業所において行うことが必要な調理のための加熱，

保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

（乳児等通園支援事業所内部の規程）

第１６条 乳児等通園支援事業者は，次に掲げる乳児等通園支援事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(１) 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

(２) その提供する乳児等通園支援の内容

(３) 職員の職種，員数及び職務の内容

(４) 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日

(５) 保護者から受領する費用の種類，支払を求める理由及びその額

(６) 利用定員

(７) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他利

用に当たっての留意事項

(８) 緊急時等における対応方法

(９) 非常災害対策

(１０) 虐待の防止のための措置に関する事項

(１１) その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

（乳児等通園支援事業所に備える帳簿）

第１７条 乳児等通園支援事業所には，職員，財産，収支及び利用乳幼児の

処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

（秘密保持等）

第１８条 乳児等通園支援事業所の職員は，正当な理由がなく，その業務上
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知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

２ 乳児等通園支援事業者は，職員であった者が，正当な理由がなく，その

業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，

必要な措置を講じなければならない。

（苦情への対応）

第１９条 乳児等通園支援事業者は，その行った乳児等通園支援に関する利

用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければ

ならない。

２ 乳児等通園支援事業者は，その行った乳児等通園支援に関し，市からの

指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。

第２章 乳児等通園支援事業

第１節 通則

（乳児等通園支援事業の区分）

第２０条 乳児等通園支援事業は，一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用

型乳児等通園支援事業とする。

２ 一般型乳児等通園支援事業とは，乳児等通園支援事業であって次項に定

めるものに該当しないものをいう。

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは，保育所，認定こども園（就学前の

子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規

定する認定こども園をいい，保育所であるものを除く。以下同じ。）又は

家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業

所において，当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項において

「利用児童数」という。）がその施設又は事業に係る利用定員（子ども・
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子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第

１項の確認において定める利用定員をいう。）の総数に満たない場合であ

って，当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼

児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。

第２節 一般型乳児等通園支援事業

（設備の基準）

第２１条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「一般型乳児等通

園支援事業所」という。）の設備の基準は，次のとおりとする。

(１) 乳児又は満２歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支

援事業所には，乳児室又はほふく室及び便所を設けること。

(２) 乳児室の面積は，乳児又は前号の幼児１人につき１．６５平方メー

トル以上であること。

(３) ほふく室の面積は，乳児又は第１号の幼児１人につき３．３平方メ

ートル以上であること。

(４) 乳児室又はほふく室には，乳児等通園支援の提供に必要な用具を備

えること。

(５) 満２歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には，

保育室又は遊戯室及び便所を設けること。

(６) 保育室又は遊戯室の面積は，前号の幼児１人につき１．９８平方メ

ートル以上であること。

(７) 保育室又は遊戯室には，乳児等通園支援の提供に必要な用具を備え

ること。

(８) 乳児室，ほふく室，保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）

を２階に設ける建物は次のア，イ及びカに掲げる要件に，保育室等を３

階以上に設ける建物は次のアからクまでに掲げる要件に該当するもの

であること。
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ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定

する耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物である

こと。

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ，同表の

中欄に掲げる区分ごとに，それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備

が１以上設けられていること。

階 区分 施設又は設備

２階 常用 (１) 屋内階段

(２) 屋外階段

避難用 (１) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）

第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定

する構造の屋内階段

(２) 待避上有効なバルコニー

(３) 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火

構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(４) 屋外階段

３階 常用 (１) 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段

(２) 屋外階段

避難用 (１) 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段

(２) 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の

屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

(３) 屋外階段

４階以

上の階

常用 (１) 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段
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ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ，かつ，保

育室等の各部分からその１に至る歩行距離が３０メートル以下とな

るように設けられていること。

エ 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備（次に掲げる要件のいずれ

かに該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。）を設ける場合

には，当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理

設備の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若し

くは壁又は建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火

設備で区画されていること。この場合において，換気，暖房又は冷房

の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接す

(２) 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定

する構造の屋外階段

避難用 (１) 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同

条第３項各号に規定する構造の屋内階段（ただし，

同条第１項各号に規定する構造の屋内階段について

は，当該屋内階段の構造は，建築物の１階から保育

室等が設けられている階までの部分に限り，屋内と

階段室とは，バルコニー又は付室（階段室が同条第

３項第２号に規定する構造を有する場合を除き，同

号に規定する構造を有するものに限る。）を通じて

連絡することとし，かつ，同条第３項第３号，第４

号及び第１０号の要件を満たすものとする。）

(２) 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の

屋外傾斜路

(３) 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定

する構造の屋外階段
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る部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のもの

が設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ，か

つ，当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講

じられていること。

オ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の

仕上げを不燃材料でしていること。

カ 保育室等その他利用乳幼児が出入し，又は通行する場所に，利用乳

幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設

備が設けられていること。

ク 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン，敷物，建具等で可燃性の

ものについて防炎処理が施されていること。

（職員）

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には，保育士（法第１８条の２７第

１項に規定する認定地方公共団体の区域内にある一般型乳児等通園支援

事業所にあっては，保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１

８条の２９に規定する地域限定保育士。以下この条において同じ。）その

他乳児等通園支援に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この

条において「乳児等通園支援従事者」という。）を置かなければならない。

２ 乳児等通園支援従事者の数は，乳児おおむね３人につき１人以上，満１

歳以上満３歳未満の幼児おおむね６人につき１人以上とし，そのうち半数

以上は保育士とする。ただし，一般型乳児等通園支援事業所１につき２人

を下ることはできない。
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３ 第１項に規定する乳児等通園支援従事者は，専ら当該一般型乳児等通園

支援事業に従事するものでなければならない。ただし，次の各号のいずれ

かに該当する場合は，専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員

を１人とすることができる。

(１) 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所，幼稚園，認定こども園そ

の他の施設又は事業（以下「保育所等」という。）とが一体的に運営さ

れている場合であって，当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たっ

て当該保育所等の職員（保育その他の子育て支援に従事する職員に限

る。）による支援を受けることができ，かつ，専ら当該一般型乳児等通

園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。

(２) 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が３

人以下である場合であって，保育所等を利用している乳幼児の保育が現

に行われている保育室等において当該一般型乳児等通園支援事業が実

施され，かつ，当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保

育所等の保育士による支援を受けることができるとき。

（設備及び職員の基準の特例）

第２３条 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育

を行う事業者が，当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等支援事

業を行う場合には，前２条の規定は適用しない。

（乳児等通園支援の内容）

第２４条 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は，児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５

条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ，乳児等通園支援事業の特

性に留意して，利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供さ

れなければならない。

（保護者との連絡）
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第２５条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は，利用乳幼児の保護者と密

接な連絡をとり，乳児等通園支援の内容等につき，その保護者の理解及び

協力を得るよう努めなければならない。

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業

（設備及び職員の基準）

第２６条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の

基準は，次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ，当該各号に定め

るところによる。

(１) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（保育所に係る

部分に限る。）

(２) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第

３条第２項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する

基準

(３) 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制，

職員，設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚

生労働省令第１号)

(４) 家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）（居宅訪問型保育

事業に係る部分を除く。）

（準用）

第２７条 第２４条及び第２５条の規定は，余裕活用型乳児等通園支援事業

について準用する。

第３章 雑則

（電磁的記録）

第２８条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の職員は，

記録，作成その他これらに類するもののうち，この条例の規定において書
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面（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形

等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下同じ。）で行うことが規定されている又は想定される

ものについては，書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録（電子的方式，

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１１３号

大崎市古川保健福祉プラザ条例

大崎市古川保健福祉プラザ条例（平成１８年大崎市条例第１４７号）の

全部を改正する。

（設置）

第１条 多様化する市民のニーズに対応したきめ細かな保健福祉サービス

を提供するため，地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第１８条に

規定する施設（以下「保健施設」という。）及び福祉サービスを提供す

る施設（以下「福祉施設」という。）として，保健福祉複合施設を設置

する。

（名称及び位置）

第２条 保健福祉複合施設の名称及び位置は，次のとおりとする。

（事業）

第３条 保健施設において，市民の健康の保持及び増進並びに生活の安定

を図るため，次に掲げる事業を行う。

(１) 健康教育に関すること。

(２) 健康相談に関すること。

(３) 健康診査に関すること。

(４) 訪問指導に関すること。

(５) 予防接種に関すること。

(６) 健康増進に関すること。

(７) 前各号に掲げるもののほか，地域保健に関し必要な事業

名称 位置

大崎市古川保健福祉プラザ 大崎市古川三日町二丁目５番１号
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２ 福祉施設において，市民の福祉の増進に資するため，次に掲げる事業

を行う。

(１) 社会福祉事業に関すること。

(２) 前号に掲げるもののほか，地域福祉に関し必要な事業

附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。

（使用料の適用区分）

２ 施行日前の日の使用の許可に係る使用料については，なお従前の例に

よる。

（利用料の適用区分）

３ 前項の規定は，指定管理者が利用料金を収受する場合について準用す

る。

（損害賠償に関する経過措置）

４ 施行日前に大崎市古川保健福祉プラザの施設，設備又は備品を損傷し，

又は滅失した者に係る旧条例第１６条の規定によるその損害を賠償しな

ければならない義務については，なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

５ 施行日前に詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に係

る旧条例第１８条の規定の適用については，なお従前の例による。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１１４号

大崎市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

（大崎市子ども・子育て会議条例の一部改正）

第１条 大崎市子ども・子育て会議条例（平成２５年大崎市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。

第２条第３号中「子ども・子育て支援事業計画」を「こども計画」に

改める。

第２条 大崎市子ども・子育て会議条例の一部を次のように改正する。

第２条中第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，同号の前に次の

１号を加える。

(３) 特定乳児等通園支援の利用定員に関し，市長に意見を述べるこ

と。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から

施行する。

(１) 第１条及び附則第２項の規定 公布の日

(２) 第２条の規定 令和８年４月１日

（大崎市母子保健連絡協議会条例の廃止）

２ 大崎市母子保健連絡協議会条例（平成１８年大崎市条例第１８１号）

は，廃止する。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１１５号

大崎市岩出山地域福祉センター条例の一部を改正する条例

大崎市岩出山地域福祉センター条例（平成１８年大崎市条例第１４９

号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項第２号中「き損」を「毀損」に改める。

第４条を次のように改める。

（休館日及び利用時間）

第４条 福祉センターの休館日及び利用時間は，次のとおりとする。

(１) 休館日

ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日

ウ １２月２９日から翌年の１月３日までの日（イに掲げる日を除

く。）

(２) 利用時間 午前９時から午後５時まで

２ 市長は，必要があると認めるときは，前項の休館日若しくは利用時間

を変更し，又は臨時に休館日を設けることができる。

別表中備考以外の部分を次のように改める。

別表（第６条関係）

区分 使用料（１時間当たり）

多目的ホール ３８０円

第１研修室 １９０円

第２研修室 １９０円

第３研修室 ３８０円
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附 則

この条例は，令和８年４月１日から施行する。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１１６号

大崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

及び大崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例

（大崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正）

第１条 大崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年大崎市条例第３１号）の一部を次のように改正する。

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」

に改める。

第１７条第２項中「児童相談所等における乳児又は幼児（以下「乳幼

児」という。）の利用開始前の健康診断」を「次の表の左欄に掲げる健

康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２

条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下

この項において「健康診断等」という。）」に，「当該健康診断が利用乳

幼児に対する利用開始時の」を「当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄

に掲げる」に，「利用開始時の」を「同欄に掲げる」に，「児童相談所等

における乳幼児の利用開始前の健康診断」を「それぞれ同表の左欄に掲

げる健康診断等」に改め，同項に次の表を加える。

児童相談所等における乳児又は

幼児（以下「乳幼児」とい

う。）の利用開始前の健康診断

利用乳幼児に対する利用開始時の

健康診断

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の

健康診断，定期の健康診断又は随
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第２３条第２項中「修了した保育士」の次に「（法第１８条の２７第

１項に規定する認定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」とい

う。）の区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあっては，保育士又

は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域

限定保育士（以下「地域限定保育士」という。））」を加える。

第２９条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内に

ある小規模保育事業所Ａ型にあっては，保育士又は当該認定地方公共団

体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。

第３１条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内に

ある小規模保育事業所Ｂ型にあっては，保育士又は当該認定地方公共団

体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加え，「修了

した者をいう。以下同じ。）」を「修了した者（以下この条において同

じ。)」に改める。

第４４条第１項中「保育士」の次に「（認定地方公共団体の区域内に

ある保育所型事業所内保育事業所にあっては，保育士又は当該認定地方

公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。

第４７条第１項中「保育従事者」を，「保育士（認定地方公共団体の

区域内にある小規模型事業所内保育事業所にあっては，保育士又は当該

認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）

その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道

府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者（以下この条

において「保育従事者」という。)」に改める。

（大崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正）

第２条 大崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

時の健康診断
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める条例（平成２６年大崎市条例第３２号）の一部を次のように改正す

る。

第１０条第３項第１号中「保育士」の次に「（法第１８条の２７第１

項に規定する認定地方公共団体の区域内にある放課後児童健全育成事業

所にあっては，保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８

条の２９に規定する地域限定保育士）」を加える。

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」

に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１１７号

大崎市オニコウベスキー場条例の一部を改正する条例

大崎市オニコウベスキー場条例（平成１８年大崎市条例第３１７号）の

一部を次のように改正する。

別表の１の表を次のように改める。

１ 冬期業務（１２月から翌年３月まで）

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

区分 使用料 摘要

リフト １回券 ４２０円

回数券（１１回分） ４，２００円

ゴンドラリフト １回券

（片道）

大人 １，０００円

子ども ５００円

１回券

（往復）

大人 １，６５０円

子ども ８００円

幼児 ４００円

リフト及びゴンド

ラリフト

１日券 大人 ５，２００円

子ども ３，５００円

シーズン券

（全日券）

大人 ５２，０００円

子ども ３４，５００円

法人 ７７，０００円
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議案第１１８号

大崎市建築基準条例の一部を改正する条例

大崎市建築基準条例（平成１９年大崎市条例第４８号）の一部を次のよ

うに改正する。

第９条第１項の表４８の２の項中「第１３７条の１２第６項」を「第１

３７条の１２第１１項」に改め，同表４８の３の項中「第１３７条の１２

第７項」を「第１３７条の１２第１２項」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１１９号

大崎市障害者地域活動支援センター条例を廃止する条例

大崎市障害者地域活動支援センター条例（平成２１年大崎市条例第２

号）は，廃止する。

附 則

この条例は，令和８年４月１日から施行する。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１２０号

財産の処分について

次のとおり財産を処分したいので，大崎市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成１８年大崎市条例第７０号）第

３条の規定により，議会の議決を求める。

１ 処分する土地及び建物の所在地，種別及び数量

（１）土地

所在地 種別 面積

１ 大崎市古川宮沢字新田町 34番1 宅地 16,132.00 ㎡

２ 同 39番 宅地 23.82 ㎡

３ 同 54番2 宅地 243.85 ㎡

４ 同 120番 宅地 56.80 ㎡

５ 同 121番 宅地 16.26 ㎡

６ 大崎市古川宮沢字牛沼 55番2 宅地 345.81 ㎡

７ 同 64番 宅地 2,209.18 ㎡

８ 同 65番1 宅地 264.62 ㎡

９ 同 66番 宅地 55.06 ㎡

１０ 同 68番 宅地 39.18 ㎡

１１ 同 69番 宅地 59.20 ㎡

１２ 同 70番 宅地 22.67 ㎡
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（２）建物

（３）その他

附属する施設，設備等を含む。

２ 処分の目的

光電子株式会社の第二事業部として，旧宮沢小学校跡地を有効活用す

るもの。

３ 処分金額

１５１，４５７，０００円

４ 契約の方法

随意契約

５ 契約の相手方

大崎市岩出山上野目字中川原１４番地７

光電子株式会社 代表取締役 佐々木 秀

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

所在地 種別 面積

１３ 大崎市古川宮沢字弁天前 174番 宅地 96.49 ㎡

１４ 同 175番 宅地 127.65 ㎡

合計 19,692.59 ㎡

所在 大崎市古川宮沢字新田町34

番号 種類 棟名称 構造 床面積

１ 校舎 管理教室棟
鉄筋コンクリート造

2階建
2,623.82㎡

２ 校舎 体育館
鉄筋コンクリート造

1階建
1,024.65㎡
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議案第１２１号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市古川志田東部コミュニティセンター

２ 指定管理者となる団体の名称

大崎市古川志田東部コミュニティ推進協議会

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１２２号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市古川西部コミュニティセンター

２ 指定管理者となる団体の名称

大崎市古川西部コミュニティ推進協議会

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

- 55 -



議案第１２３号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市古川南部コミュニティセンター

２ 指定管理者となる団体の名称

大崎市古川南部コミュニティ推進委員会

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１２４号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市古川中里・駅南コミュニティセンター

２ 指定管理者となる団体の名称

大崎市古川中里・駅南地域協議会

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１２５号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市市民プール

２ 指定管理者となる団体の名称

セントラルスポーツ株式会社

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

- 58 -



議案第１２６号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市古川総合体育館

大崎市古川武道館

大崎市古川屋内運動場

２ 指定管理者となる団体の名称

公益財団法人古川体育協会

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１２７号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

吉野作造記念館

２ 指定管理者となる団体の名称

特定非営利活動法人古川学人

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１２８号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市松山Ｂ＆Ｇ海洋センター

大崎市松山体育研修センター

大崎市松山野球場

大崎市松山運動場

大崎市松山テニスコート

大崎市松山体育館

大崎市松山相撲場

大崎市松山スポーツ広場

２ 指定管理者となる団体の名称

大崎市体育協会松山支部

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１２９号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市三本木地域農林産物展示販売施設

大崎市三本木亜炭記念館

２ 指定管理者となる団体の名称

株式会社大崎市三本木振興公社

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１３０号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市三本木総合体育館

大崎市三本木野球場

大崎市三本木相撲場

２ 指定管理者となる団体の名称

大崎市体育協会三本木支部

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１３１号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市竹工芸館

２ 指定管理者となる団体の名称

南町商店街事業協同組合

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１３２号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市感覚ミュージアム

２ 指定管理者となる団体の名称

特定非営利活動法人オープンハート・あったか

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１３３号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市岩出山体育センター

大崎市岩出山武道館

大崎市岩出山野球場

２ 指定管理者となる団体の名称

大崎市体育協会岩出山支部

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１３４号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市ナルコ・インフォメーション・ステーション

鳴子温泉駅前駐車場

２ 指定管理者となる団体の名称

鳴子温泉郷総合観光案内所運営協議会

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１３５号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市鳴子デイサービスセンター

２ 指定管理者となる団体の名称

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１３６号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

日本こけし館

２ 指定管理者となる団体の名称

鳴子木地玩具協同組合

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１３７号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市滝の湯共同浴場

２ 指定管理者となる団体の名称

滝の湯保存会

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１３８号

指定管理者の指定について

公の施設の指定管理者を次のとおり指定したいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により，議会の議決を

求める。

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

大崎市営鳴子放牧場

２ 指定管理者となる団体の名称

株式会社オニコウベ

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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議案第１３９号

宮城県市町村職員退職手当組合規約の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により，

宮城県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更することについて，

同法第２９０条の規定により，議会の議決を求める。

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志
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（別紙）

宮城県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約

宮城県市町村職員退職手当組合規約（昭和３７年規約第３号）の一部を

次のように変更する。

第８条の見出しを削り、同条を次のように改める。

第８条 削除

第１０条中第５項を削り、第６項を第５項とする。

附 則

この規約は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１４０号

市道の路線の廃止及び認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項及び第８条第１項

の規定により，市道の路線を次のとおり廃止し，及び認定したいので，同

法第１０条第３項及び第８条第２項の規定により，議会の議決を求める。

１ 路線の廃止

番号 路 線 名
起 点 総延長

(ﾒｰﾄﾙ)
幅員
(ﾒｰﾄﾙ)終 点

１ 座散乱木線
岩出山下野目字沖ノ井3-1

1,833.6
3.1～

12.5岩出山下野目字新田78-3

２ 深沼谷地２号線
古川深沼字谷地際52

423.7
4.0～

5.6古川深沼字大谷地25

３ 大崎大通線
古川稲葉字角田5-2

1,513.1
8.8～

16.3古川中島町83-2

４ 稲葉米袋線
古川稲葉字土手内45-5(右)

1,312.2
3.5～

8.5古川米袋字水押49-1

５ 沖稲葉団地１号線
古川稲葉字土手内2-1

284.9
6.0～

8.9古川稲葉字土手内29-20

６ 稲葉１号線
古川稲葉字角田7

709.1
4.0～

10.0古川稲葉字岡沼1
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２ 路線の認定

令和７年１２月８日提出

大崎市長 伊 藤 康 志

番号 路 線 名
起 点 総延長

(ﾒｰﾄﾙ)
幅員
(ﾒｰﾄﾙ)終 点

１ 座散乱木線
岩出山下野目字沖ノ井3-1

1,772.0
10.8～

44.6岩出山下野目字新田189-3

２ 深沼谷地２号線
古川深沼字谷地際100

259.8
4.6～

7.4古川深沼字新江戸田28-2

３ 大崎大通線
古川稲葉四丁目388

1,824.9
7.7～

18.2古川中島町82-1

４ 稲葉米袋線
古川稲葉四丁目386-2

1,604.0
3.5～

13.8古川米袋字水押49-1

５ 沖稲葉団地１号線
古川稲葉四丁目208-4

238.3 6.0
古川稲葉四丁目229-20

６ 稲葉１号線
古川稲葉四丁目203-1(右)

648.5
4.8～

10.5古川稲葉三丁目101

７ 沖稲葉団地４号線
古川稲葉四丁目221-1

54.1 4.0
古川稲葉四丁目224-4

８ 北屋敷線
古川境野宮字北屋敷44-2

178.1
4.4～

13.2古川境野宮字北屋敷33(右)

９ 宮内高畑線
古川宮内字高畑41-2

82.4
7.4～

15.5古川宮内字上供輪堂14-2

１０ 新道上１号線
古川宮内字上供輪堂7-2

248.0
8.7～

13.0古川大幡字新道上47

１１ 新道上２号線
古川大幡字新道上48

244.9
8.2～

16.7古川宮内字上供輪堂29-1
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